
（賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第十二条第四境関係）

賃貸住宅管理業務実務経験証明書

胸囲

（フリガナ） 披講覇者氏名 �言∴；蒜　　　　㊨ 

実　務　経　験　先　及　び　在　職　期　間 ��証　　　　　明　　　　　者 

※登録番号 �（　）第　　　　　　　　号 �　l t賃繁務聾】‡（）第　　号 

商号又は名称 � l 　　　　　l i　　　　l 

職　務　内　容 � �i　　　l 　　　　i 　　　　l 

商号又は名称 � 

※従業者証明書番号 � 

在　職　期　間 �i年月師から 　年月臣まで 　年月間 �代表者氏名 � 

※登録番号 �（　）第　　　　　　　・芳一 �l 【宅地建物取引業者】 �国土交通大窪 

商号　又　は名称 �井高、、本土、 �　免許番号 l �骨壷県知事（の第初3号 

職　務　内　容 �貨贈珪業務 �上号又は名称 l l l �和服会社－7十・テ勿 

l 

在　職　期　間 �！［平年7月訪日から 　年月日まで 　5年iO月間 �） 上着氏名 �疎ん廟吾 

※登録番号 �（　）第　　　　　　　号 �l 十受翻手方である賃貸人【オナ】 

l 商号又は名称 � 

職　務　内　容 � �l i住所 � 

※従業者証明書番号 � 

在　職　期　間 �年月日から 年月日まで 年月間 �氏∴∴名 � 

5年腫月間 � 

※貸欝住宅の管理策務等の適正化に関する法律に基づく登録番号・従業者証明鷲番号がか、場合は、空欄のままご提拭
ください。

讐釣事項 上鰐の記競 �事項は、事 �実と柏 �宣ないことをを �絢し暮す。 �書籍看氏名　1両 �益司 �㊨ ＼、，／ノ 

備　考

l∴証明は実務経験先の賃貸住宅管理業音等が行うものとし、申請者が賃貸住宅管理業者（法人であるときは、
その役員）であるときは、他の賃簿住を管理業者、宅地建物取引業者又は特定寅貸借契約若しくは螢理受託契約の
相手方である賃貸人（オーナー）が証朝すること。

2　証明者が法人である場合においては、代表者が証明すること。
3　賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律に基づく登録番号が変更されている，ときは、区別して記載すること。
‘′1職務内容は賃貸住宅管餓こ関する管理業務の経験が2年以上必要です。薗迫で証明できる職務内容を認識し、

衝貸住宅管理業務にあたらない業務に従事していた期間については実務経験の期間とは認められないため、
記載しないこと。


